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判定理由

対象貨物は、スクロール型圧縮機 (コンプレッサー)であつて、比較的小型のものである。

輸出令について

スクロール型圧縮機は、輸出令別表第一の 2項、貨物等省令 1条四十号の二によつて規制され、大容
量かつ耐食性材料で構成されたものが規制対象であるところ、対象貨物の最大リト気速度は吸気側にお

いて 12.9m3/hと規制値(50m3た)を下回る。 よつて、対象貨物は本号に非該当と判定する。

外為令について

対象貨物には、いかなる技術情報・プログラムも付属しない。 よって、外為令については対象外と判定
サ
~る
。

対象貨物・役務

スクロール型圧縮機

アネスト岩田製 SLP-221ECD

判定 (2019.1.9施行法令準拠 )

輸出令別表第一の 1項～15項 非該当
同      16項   該当

外為令別表の   1項～15項 対象外
同       16項   対象外

添付資料

1.項 目別対比表 (全 1頁 )
2.対象貨物カタログ抜粋 (全 1頁 )
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輸出貿易管理令 別表第 1 項目別対比表 (該非半1定用 )
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